
【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（２）事業者の氏名又は名称

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （営業所）

　　 在地

（４）行政処分等の内容

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

（７）違反点数付与状況 （事業者） 127 点

　　　（累積点数） （東京運輸支局内） 127 点

（関東運輸局内） 127 点

（当該営業所） 76 点

行政処分を課した際の違反事項が未改善であったこ
とを端緒として、当該事業者（成城営業所）に対し、平
成２２年１月１５日及び同年１月２１日に実施した特別
監査において判明した上記の違反行為に対する処分
日車数に付された違反点数７６点と、これまでの行政
処分に付された違反点数の累計５１点との合計が１２
７点となり「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する
行政処分等の基準について」（平成２１年９月３０日付
け関東運輸局長公示）６．許可の取消処分（１）に定め
るところによる違反点数の累積が８１点以上となったこ
とに該当したため、一般乗用旅客自動車運送事業の
許可を取消したもの。

株式会社猿組  成城営業所

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分の状況について
〈平成２３年２月分〉

東京都足立区保木間５－１５－１９

東京都世田谷区喜多見７－３４－１９

旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項他１２件

平成23年2月15日

許可の取消し（平成２３年２月２２日取消し）


